
旧システム(2022まで)との変更点  2025

項目 変更点

加盟登録番号 【10桁から11桁へ】

従来の10桁の末尾に検査用の数字1桁を追加した11桁となります。

先頭から1-2桁が県連番号、3-4桁が登録年度（西暦下2桁）、5-10桁が登録順、11桁が検

査用

振込口座 【組織(団・地区・県連盟)ごとの専用窓口口座へ】

日本連盟に申請する際の登録料計算表や、システム内サイドメニュー台帳管理＞登録料出

納帳に、専用口座の情報が表示されます。

詳細は、マニュアル『申請手続き』参照

▶団向け「９（１）登録料を送金する」

▶県連盟・地区向け「９（１）登録料を送金する」

日本連盟登録料の預

かり金（過納金）の

取り扱い

【システム外の管理でしたが、システム内に仕組みができました】

システムの「登録料出納帳」より入出金の確認ができるので、預かり金（過納金）も精算

していただけます。預かり金（過納金）精算時の日本連盟へのメール連絡は不要となり、

システム内で完結することができます。

詳細は、マニュアル『申請手続き』参照

▶団向け「９（１）預かり金(過納金)を確認する」

▶県連盟・地区向け「９（２）預かり金(過納金)を確認する」

スカウトの電話番号

登録

【携帯番号は登録不可でしたが、任意で登録可能となります】

携帯番号は、入力（登録）していただくことができます。従来のようにエラーにはなりま

せん。加盟登録の項目へ情報を入力（登録）することを保護者に確認いただき、承諾され

た場合に限ってご対応ください。

非加盟員の申請の流

れ

【仮申請が不要になり、他の申請時にも申請可能となります（条件あり）】

非加盟員の申請は、いつでも申請可能となり、また仮申請がないので日本連盟承認(共済

補償開始)まで日程を短縮します。

　※年度最初の申請（継続登録申請）を除きます

加盟員・非加盟員を一緒に申請した場合、非加盟員分だけが本申請されます（入金が満ち

た時点で自動承認）。加盟員の申請は通常どおりの手順です（仮申請を経て日本連盟へ申

請）。

また、ほかの申請中であっても、非加盟員のみの場合は申請することが可能です。

　※加盟員を一緒に申請することはできません



移籍依頼 【システム外の書式「移籍依頼書」を使用していましたが、システム内に仕組みができま

した】

システム内で双方の確認を取ったうえで、移籍先から申請していただく流れは従来どおり

です。すべてシステム内で手続きしていただくことができます。

詳細は、マニュアル『申請手続き』や手順「移籍の流れ」参照

▶団向け「５．加盟員・非加盟員の移籍」

▶県連盟・地区向け「５．加盟員の移籍」

他団の従登録依頼 【システム外で主・従団で確認していましたが、システム内に仕組みができました】

システム内で双方の確認を取ったうえで、主登録団から申請していただく流れは従来どお

りです。すべてシステム内で手続きしていただくことができます。

詳細は、マニュアル『申請手続き』や手順「他団との従登録の流れ」参照

▶団向け「１１．他団との従登録」

　※ただし、他団の団委員長や隊長を従登録する場合は特例措置の対象となり、システム

では申請いただけません。所属連盟にご相談ください

　※県連盟・地区役職員の従登録は別の手続きです

復活登録 【復活できる対象が「昨年度登録のあった方」から「個人情報を保存した方」に変更とな

ります】

2024(R6)年度以降、非継続する際に「個人情報を保存する」を選択した場合は、活動再開

時にそのデータ（活動停止まで使用していた加盟員番号）で復活登録することが可能で

す。

「個人情報を削除する」を選択した場合は、従来どおり翌年度に限り復活登録が可能です

が、以降は新規登録として手続きいただきます。

操作担当者は、継続申請の手続きの際、非継続の方に対し個人情報を保持するか否かの入

力をお願いします。

以前の所属先が他の組織の場合などで状況不明の場合は、日本連盟に照会を依頼してくだ

さい。



登録書類（加盟登録

証・加盟登録証書）

【従来、紙製で送付していましたが、データ出力(印刷可能)となります】

組織の操作担当者は、必要に応じ、これらのデータを出力して印刷することが可能です。

また、加盟登録証は、SAJ会員マイページ※に表示されます。

詳細は、マニュアル『申請手続き』参照

▶団向け「14.ファイル出力管理」

▶県連盟・地区向け「16．ファイル出力管理」

　※SAJ会員マイページについては、以下をご参照ください

　　https://www.scout.or.jp/member/mypagefaq/

　※共済証書は、年1回、組織ごとに紙で郵送します（従来どおり）

申請の差し戻し 【差し戻しできる範囲の変更】

-　県連盟（地区）は、承認前の仮申請を差し戻すことができます（従来どおり）

-　日本連盟は、承認前の本申請を差し戻すことができます（従来どおり）

-　日本連盟は、県連盟承認後～本申請前の申請を、県連盟承認前の状態に戻すことはで

きません（申請者による取り下げ～再申請が必要となります）

申請の取り下げ 【申請者により申請を取り下げることが可能です】

仮申請以降、日本連盟承認に至る前までの間で、申請者は申請を取り下げることができま

す。途中で誤りに気が付き修正したい場合などにご利用ください。県連盟（地区）が承認

した後でも取り下げできます。

なお、県連盟（地区）承引後の場合、承認者に取り下げられた旨のメール通知が届きま

す。

詳細は、マニュアル『申請手続き』参照

▶団向け「３（１６）仮申請を取り下げる」

▶県連盟・地区向け「７（３）仮申請を取り下げる【地区の場合】」

　※本申請も仮申請と同様です。ただし、自動承認を含む日本連盟承認後は取り下げるこ

とができません



変更申請 【継続登録申請期間中も変更申請ができます】

期間中(1～3月)に、当年度追加登録での変更申請や、次年度継続登録が完了した加盟員・

非加盟員や組織の変更申請ができるようになりました。

できること・できないこと、タイミングにより当年度変更した内容が次年度に共有される

場合・されない場合などがありますので、マニュアルでご確認ください。

詳細は、マニュアル『申請手続き』参照

▶団向け「３（３）加盟員の登録内容を変更する」の「継続登録申請期間(１～３月)の動

作について」「継続登録が一度完了している団・加盟員の継続登録での更なる変更につい

て」

▶県連盟・地区向け「４（２）加盟員の登録内容を変更する」の「継続登録申請期間(１

～３月)の動作について」「継続登録が一度完了している県連盟(地区)・加盟員の継続登録

での更なる変更について」


